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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19

号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

平成28年11月９日（取締役会決議日）

 

２．当該事象の内容

　当社の平成28年12月期第３四半期の個別決算及び連結決算において、下記のとおり特別損失を計上したものであり

ます。

 

(1)固定資産除却損

　当社グループの北茨城発電所において、バイオディーゼル発電機１台の重故障により損傷した設備の一部を固定

資産除去損として34,500千円を特別損失に計上いたしました。

 

(2)瑕疵補修損失

　当社は、電源開発事業における過年度に販売した太陽光発電所における瑕疵担保責任の履行のため、発電所の補

修工事費用について、瑕疵補修損失として168,150千円を特別損失に計上いたしました。

 

(3)資本業務提携関連費用

　当社は平成28年８月10日付にてKDDI株式会社と資本提携契約及び業務提携契約を締結しましたが、その契約締結

に伴う費用を資本業務提携関連費用として68,349千円を特別損失に計上いたしました。

 

 

３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該事象の発生により、平成28年12月期第３四半期において、下記のとおり特別損失として計上いたしました。

〈個別〉

固定資産除却損　　　　 34,500千円

瑕疵補修損失　　　　　168,150千円

資本業務提携関連費用　 68,349千円

 

〈連結〉

固定資産除却損　　　　 34,500千円

瑕疵補修損失　　　　　168,150千円

資本業務提携関連費用　 68,349千円

以　上
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